
契 約 保 養 施 設 利 用 規 程 

印刷製本包装機械健康保険組合 

（目的及び利用者の範囲） 

第１条 印刷製本包装機械健康保険組合（以下当組合という）は、当組合被保険者

及びその被扶養者（以下加入員という）の健康保持・増進のため、特別な契

約により保養施設としてこの規程の定めるところにより利用に供する。 

２ この規程に定める特別な契約の保養施設（以下保養施設という）とは当組合

が前項の目的を達するため、リゾートトラスト株式会社・マイリゾートプラ

ン及びインケアハワイ株式会社イリカイリフレッシュ事業で契約した施設を

いう。 

３ 利用者の範囲は当組合の加入員とその同伴者及び組合が認めた者とする。 

（利用料金） 

第２条 利用料金の支払い方法は次の通り定める。 

（１）リゾートトラスト株式会社・マイリゾートプランについては、当該契約に

定める料金を利用者が現地で支払うものとする。 

（２）インケアハワイ株式会社・イリカイリフレッシュ事業については、当該契

約に定める料金をインケアハワイ株式会社から請求書及び各種資料を加入者

に送付し、請求書に基づき期日までに利用者が支払うものとする。利用料金

は保養施設の当該契約に定める料金を利用者が現地で支払うものとする。 

（利用回数と利用人数の制限） 

第３条 加入員の利用は、次のとおりとする。 

（１）リゾートトラスト株式会社・マイリゾートプランで契約した施設は原則年

度内に２回とし、それぞれ２泊以内の利用とする。 

（２）インケアハワイ株式会社・イリカイリフレッシュ事業で契約した施設は原

則年度内に２回とし、それぞれ３泊から７泊までの利用とする。 

２ 年度内とは、その年の４月から翌年の３月までの会計年度をいう。 

３ リゾートトラスト株式会社・マイリゾートプランで契約した施設の利用にあた

っては、１泊当たり最大３室までの利用を可能とする。また、インケアハワイ

株式会社・イリカイリフレッシュで契約した施設の利用にあたっては、１泊あ

たり最大２室までの利用を可能とする。 



 

４ 年度内に契約した泊数以上の利用者がある場合、当組合は利用人数の制

限、利用泊数の制限をすることがある。 

５ リゾートトラスト株式会社・マイリゾートプランで契約した施設を事業所

単位等団体で利用する場合は、予め組合に利用する人数等の申し出をしな

ければならない。（１泊５室以上・１５名以上） 

（利用申込・取消） 

第４条 保養施設の利用を希望する場合は、保養施設が指定した方法で加入員が

直接申込をする。 

２ 加入員から利用申し込みがあった際は、保養施設は当組合あてに加入員 

資格の確認をする。 

３ 加入員は、当該契約で契約した保養施設を利用する際に必ず被保険者証等

で当組合の加入員である旨の実証をしなければならない。 

４ 利用を取消す場合は、保養施設が規定する方法で、取消有効期間内に利用

者自らが行なう。 

５ 前項の取消有効期間内を経過した後の利用申込の取消に伴う違約金の請求

が保養施設からあった場合は、利用申込者の責任において、この請求金額

を保養施設あてに自ら支払うものとする。 

６ 各利用者の利便性向上のため、宿泊キャンセルをした場合、利用者が別表

のとおりキャンセル料等を負担するものとする。  

（利用上の注意） 

第５条 保養施設利用に際し、次の各号に該当する場合においては利用制限が 

ある。 

（１）著しい不正利用が判明した場合 

（２）第６条に該当した場合 

（３）第７条に該当した場合 

（４）他人の名義の被保険者証を使用し、または使用しようとした場合 

（５）他人に名義を貸し与え、または第１条第３項の利用者を偽って利用した

場合  

（利用者の退所）  

第６条 次の各号に該当する場合は、保養施設の管理人が利用取消若しくは退所

を求めることができる。 



（１）保養施設の秩序、風紀を乱し、喧騒、放歌等他人の迷惑となる行為をした

場合。 

（２）故なく保養施設の管理人の指示に従わない場合。 

（３）第４条第３項に掲げる加入員としての実証ができない場合。 

（４）公序良俗の範囲を超えるような事実があった場合。 

 

（損害の賠償） 

第７条 利用者が保養施設の設備または備品等を毀損、滅失したときは、利用者本

人が損害の責を負う。 

（その他） 

第８条 この規程に定めのない事項については、その都度組合理事会で決定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附則 この規程は平成２９年４月１日から施行する。 

   この改正規程は、平成３１年４月１日から施行する。 

   （第１条・第２条・第３条・第４条） 

   この改正規程は令和２年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 



＜別表＞ 

 

＜対象施設＞ 

エクシブ施設のご利用 

対象日 規程  

 

ゴールド期間 

年末年始 

ゴールデンウィーク 

夏期など 

レッド期間 

土曜日 

祝前日など 

 

 

■キャンセル料 

 

 利用日の 3日前 17:00以降 

      ルームチャージの 50％ 

利用日当日以降 

      ルームチャージの 100％ 

 

 

 

ホワイト期間 

ゴールド･レッド以外の春･夏･冬休

み 

金・日曜日･祝前日など 

ブルー期間 

上記以外の平日 

 

 

■キャンセル料 

 

無 し 

 

 

 

イリカイコンドミニアムのご利用 

キャンセル対象日 規程  

  

旅行開始日の前日より起算し 

３０日～１５日 

 

■キャンセル料 

利用料金の 50％ 

 

旅行開始日の前日より起算し 

14日～当日 

 

■キャンセル料 

利用料金の 100％ 

 


